
第14表　　不妊手術件数　事由・年次別
昭和49年～平成15年

総　数
年　次 母体の 母体の 非遺伝

(奈良県) 総　数 当事者 近　親 ら　い 生　命 健　康 総　数 遺伝性 性精神
遺　伝 遺　伝 危　険 低　下 疾　患 疾　患

(第１号) (第２号)
昭和49年 24 24 － － 2 21 1 － － － 

50 37 37 － － － 31 6 － － － 
51 26 26 1 1 － 23 1 － － － 
52 28 7 1 － － － 6 － － － 
53 48 10 3 － － － 7 － － － 
54 48 48 － － － 43 5 － － － 
55 24 24 2 － － 16 6 － － － 
56 18 18 － － － 11 6 － － － 
57 19 19 － － － 7 12 － － － 
58 16 15 1 － － 6 8 1 1 － 
59 9 9 － － － 8 1 － － － 
60 9 9 － － － － 9 － － － 
61 30 30 － － － 14 16 － － － 
62 19 19 － － － 10 9 － － － 
63 18 18 － － － 17 1 － － － 

平成元年 23 23 － － － 10 13 － － － 
２ 17 17 － － － 8 9 － － － 
３ 15 15 － － － 4 11 － － － 
４ 24 24 － － － 3 21 － － － 
５ 11 11 － － － 8 3 － － － 
６ 16 16 － － － 9 7 － － － 
７ 9 9 － － － 3 6 － － － 
８ 11 11 7 3 － － 1 － － － 
９ 8 8 － － － 5 3 － － － 
10 5 5 － － － 4 1 － － － 
11 15 15 － － － 3 12 － － － 
12 11 11 － － － 1 10 － － － 
13 13 13 － － － － 13 － － － 
14 24 24 － － － 20 4 － － － 
15 22 24 － － － 8 14 － － － 

注：１．平成８年「らい予防法の廃止に関する法律」の施行に伴い、平成9年よりらいの項目は削除されました。
　　２．平成８年「優生保護法の一部を改正する法律」の施行に伴い、法律名が｢母体保護法｣に改められ、遺伝
　　　性疾患等の防止のための不妊手術にかかる規定が削除されました。
　　３．平成14年より、報告期間が従来の年報から年度報へと改められました。
　　　（平成14年度の数値は、平成14年1月から3月及び平成14年4月から平成15年3月までの数の合計）

第15表　　不妊手術件数　事由・年齢（５歳階級）別
平成15年度末現在

総  数 20歳 20～ 25～ 30～ 35～ 40～ 45～ 50歳 不詳
未満     24     29     34     39     44     49 以上

22 0 2 5 9 5 1 0 0 0

8 0 1 3 1 2 1 0 0 0
14 0 1 2 8 3 0 0 0 0 母体の健康低下

当事者の同意によるもの 医師の申請によるもの

総       数

 母体の生命危険


